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告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
九
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
十
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
種

畜
の
地
方
の
臨
時
検
査
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十

五
年
農
林
省
令
第
九
十
六
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

検
査
家
畜
の
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類
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発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
廿
一
二
の
六
〇

権

代

米

男

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
廿
一
五
の
一
六

北

城

一

男

階
上
区
域

総
ト
ン
数
十
ト

ン
未
満
の
漁
船

に
よ
り
行
う
漁

業
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
い
か

つ
り
漁
業

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
根
岸
字
湯
の
沢
二
八
三

若

佐

清

春

東
津
軽
郡
平
舘
村
大
字
平
舘
字
門
の
沢
一
五
一
の
二

高

坂

保

平
舘
村
第
二
区

域

底
建
網
漁
業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
舮
作
字
清
滝
一
一
の
二

西

�

昭

一

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
舮
作
字
清
滝
二
八
宮

本

一

男

岩
崎
区
域
及
び

舮
作
区
域

う
ち
丙
の
地
区

舮
作
漁
業
協

同
組
合
の
区

域

総
ト
ン
数
十
ト

ン
未
満
の
漁
船

に
よ
り
行
う
漁

業
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
や
り

い
か
棒
受
網
漁

業
で
あ
っ
て
丙

の
地
区
の
者
が

行
う
漁
業

�
�
�
�
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種
付
又
は
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
採
取
の
用
に
供
す
る
馬

二

検
査
期
日
及
び
検
査
場
所

青
森
県
告
示
第
二
百
十
一
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

(

岩
木
川
漁
業
協
同
組
合)

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

弘
前
市
大
字
小
沢
字
山
崎
一
四
八
番
地
三

岩
木
川
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
七
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
十
四
号

四

変
更
の
内
容

岩
木
川
漁
業
協
同
組
合
が
発
行
す
る
遊
漁
承
認
証
を
使
用
し
て
遊
漁
す
る
場
合
の
遊
漁
料
の
額

を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
遊
漁
す
る
場
合
に
お
い
て
漁
場
監
視
員
に
納
付
す
る
と
き
は
、
右
表
の
遊
漁
料
に
五

〇
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
ま
た
、
未
就
学
の
幼
児
に
つ
い
て
は
無
料
、
小
中
学
生
又
は
肢

体
不
自
由
者
に
つ
い
て
は
、
右
表
の
額
の
四
分
の
一
の
額
と
す
る
。

五

施
行
の
日

平
成
十
七
年
三
月
十
七
日

(

老
部
川
内
水
面
漁
業
協
同
組
合)

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
老
部
五
九
番
地
二

老
部
川
内
水
面
漁
業
協
同
組
合

二

認
可
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
七
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
三
十
九
号

四

変
更
の
内
容

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
遊
漁
し
て
は
な
ら
な
い
期
間
は
、
下
欄
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

五

施
行
の
日

平
成
十
七
年
三
月
十
七
日

青
森
県
告
示
第
二
百
十
二
号

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法

(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九

十
二
号)
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

な
お
、
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
整
備
企
画
課
及
び
関

係
市
町
村
土
地
対
策
担
当
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青 森 県 報平成17年３月25日 金曜日 第2457号 �

検

査

期

日

検

査

場

所

平
成
一
七
・

四
・
一
五

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
蛇
ノ
沢
一
一

山
内
正
孝

畜
舎

魚

種

漁
具
・
漁
法

期
間

遊
漁
料

あ
ゆ
、
こ
い
、
ふ
な
、
や
ま
め
、

い
わ
な
、
う
ぐ
い
、
か
じ
か
、

か
わ
や
つ
め

手
釣
、
竿
釣
、
持
網
、

四
ツ
手
網
、
た
も
網
、
筒
、

か
ぎ
が
け

一
日

一
、
〇
〇
〇
円

一
年

六
、
〇
〇
〇
円

こ
い
、
ふ
な
、
や
ま
め
、

い
わ
な
、
う
ぐ
い
、
か
じ
か
、

か
わ
や
つ
め

手
釣
、
竿
釣
、
持
網
、

四
ツ
手
網
、
た
も
網
、
筒
、

か
ぎ
が
け

一
日

一
、
〇
〇
〇
円

一
年

四
、
〇
〇
〇
円

一
日

二
、
〇
〇
〇
円

あ
ゆ
、
こ
い
、
ふ
な
、
う
ぐ
い

投
網

一
年

一
〇
、
〇
〇
〇
円

区

域

期

間

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
家
の
上
七
二
番
地
地
内
老

部
川
右
岸
及
び
同
村
大
字
白
糠
字
鍋
屋
二
三
番
地
五
地

内
老
部
川
左
岸
に
設
置
し
た
標
柱
を
結
ぶ
線
か
ら
下
流

の
老
部
橋
上
流
端
ま
で
の
間
の
老
部
川
の
区
域

五
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

� �
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

変
更
に
係
る
事
項

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
農
業
地
域
及
び
森
林
地
域
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

農
業
区
域

区
域
を
拡
大
し
た
市

黒
石
市

２

森
林
地
域

�

区
域
を
拡
大
し
た
市
村

十
和
田
市
、
三
沢
市
、
天
間
林
村
、
六
ケ
所
村

�

区
域
を
縮
小
し
た
市
町
村

十
和
田
市
、
三
沢
市
、
六
戸
町
、
横
浜
町
、
六
ケ
所
村
、
五
戸
町
、
田
子
町
、
南
郷
村
、

新
郷
村

二

変
更
の
内
容

次
の
図
面
の
と
お
り

(
｢

次
の
図
面｣

は
、
省
略
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
二
百
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
二
十
四
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	
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２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

七
戸
十
和
田

湖
線

十
和
田
三
戸

線 路
線
名

十
和
田
市
大
字
深
持
字
長
塚
六
九
の
二
か
ら

十
和
田
市
大
字
深
持
字
柏
木
一
五
〇
の
一
三
ま
で

十
和
田
市
大
字
深
持
字
柏
木
一
六
三
の
三
か
ら

十
和
田
市
大
字
深
持
字
柏
木
一
五
〇
の
三
ま
で

十
和
田
市
大
字
深
持
字
長
塚
四
四
の
三
か
ら

十
和
田
市
大
字
深
持
字
柏
木
一
四
八
の
一
四
ま
で

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
指
久
保
一
六
八
の
一
か
ら

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
上
財
ノ
川
原
一
八
の
一
五
ま
で

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
上
財
ノ
川
原
一
八
の
四
〇
か
ら

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
上
財
ノ
川
原
一
八
の
一
〇
ま
で

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
指
久
保
一
七
六
の
一
か
ら

十
和
田
市
大
字
滝
沢
字
指
久
保
一
二
六
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前 前 後 前 前 前
変
更
の

前
後
別

一
七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
、
三
七
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
三
七
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

六
八
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
九
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
九
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

八
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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青
森
県
告
示
第
二
百
十
四
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
ケ
所
都

市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
七
年
三
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

六
ケ
所
村

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

六
ケ
所
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

六
ケ
所
村
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
九
年
十
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
四
年
八
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
四
百
九
号)

の
事
業
地
に
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
道
ノ
上
を
加
え
る
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
四
年
八
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
四
百
九
号)

の
事
業
地
に
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
追
舘
、
字
道
ノ
上
、
字
道
ノ
下
、
字
高
田
、
字
二
階
坂
及

び
字
久
保
を
加
え
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
十
五
号

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法

(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
共
下
水
道
の
終
末
処
理
場
の
設
置
に
関
す
る
工
事
を
行
う
の
で
、
過
疎
地
域
自

立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令

(

平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号)

第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

公
共
下
水
道
の
名
称

碇
ケ
関
村
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二

工
事
の
区
域

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
古
懸
字
向
安
田
四
の
一

三

工
事
の
内
容

終
末
処
理
場

土
木
工
事
、
建
築
工
事
、
機
械
設
備
工
事
及
び
電
気
設
備
工
事

四

工
事
の
開
始
の
日

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
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県

道

県

道

今
別
蟹
田
線

鰺
ケ
沢
蟹
田

線

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
大
平
字
山
本
九
〇
の
三
か
ら

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
大
平
字
山
本
四
六
の
一
ま
で

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
大
平
字
山
本
九
〇
の
三
か
ら

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
大
平
字
山
本
七
三
の
二
ま
で

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
大
平
字
沢
部
二
〇
八
の
六
か
ら

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
大
平
字
山
本
二
四
の
一
ま
で

後 前 後 後 前

一
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
二
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
一
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
九
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル

一
二
四
・
〇
四
メ
ー
ト
ル

一
、
〇
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
〇
三
三
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
〇
三
三
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
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青
森
県
告
示
第
二
百
十
六
号

昭
和
六
十
二
年
三
月
二
十
八
日
青
森
県
告
示
第
百
六
十
二
号

(

流
域
下
水
道
に
接
続
し
、
及
び
下

水
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
共
下
水
道)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
中

｢

弘
前
市
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道｣

を

｢

青
森
市
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道

に
改
め
、

弘
前
市
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道｣

｢

浪
岡
町
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道｣

を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
十
七
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、

青
森
県
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

む
つ
市
大
畑
町
釣
屋
浜
一
六
の
四

池
田

一
義

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
住
所

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
釣
屋
浜
一
六
の
四

２

変
更
後
の
住
所

む
つ
市
大
畑
町
釣
屋
浜
一
六
の
四

青
森
県
告
示
第
二
百
十
八
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、

青
森
県
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

む
つ
市
大
畑
町
東
町
三
の
一

佐
藤

美
知
子

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
住
所

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
東
町
三
の
一

２

変
更
後
の
住
所

む
つ
市
大
畑
町
東
町
三
の
一

青
森
県
告
示
第
二
百
十
九
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、

青
森
県
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

む
つ
市
大
畑
町
新
町
一
二
三
の
一

畑
中

と
わ

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
住
所

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
新
町
一
二
三
の
一

２

変
更
後
の
住
所

む
つ
市
大
畑
町
新
町
一
二
三
の
一

公

告
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県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
杭

止
堰
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

弘
前
市
役
所

岩
木
町
役
場

相
馬
村
役
場
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


